
吉田町診療所等開設補助金のご案内 
 【2022.12 現在版】 

吉田町では、町民のみなさまが安心して医療サービスを受けることができる体
制を整えるため、吉田町に診療所等を開設する医師等に対し、開設に要する費
用の一部等（最大 5，000 万円）を助成しています。 
（補助金の交付を受けるためには町と事前協議をしていただく必要がありますので、必ず着手前にご相談ください。） 
 

〇対象となる方（以下の①から⑥までのすべてに該当する方） 

① 町内で診療所等を開設しようとしている方 

② 町内において診療所を継続して 10 年以上開業する見込みがある方 

③ 一般社団法人榛原医師会に加入する方（原則、医師会への加入を要件とします

が、医師会に加入しない相当な理由があり、かつ、医師会と良好な関係を構築し、町が実施する事業

への協力を町長に誓約できる方についても例外的に補助の対象とします。）  

④ 一次救急診療の輪番医、町立学校等の校医等その他町が実施する

事業に協力していただける方 

⑤ 町長が認める診療科名の診療を行う方 

⑥ 過去にこの補助金の交付を受けていない方 

 

〇交付の要件（次の①から④までのいずれかに該当する場合） 

① 町外の診療所等を開設又は勤務していた医師等が、町内で診療所等を開設する場合 

② 町内の診療所等で勤務していた医師又は診療の委託を受けていた医師が、町内で診療所等を

開設する場合 

③ 町内の開業医が医師を増員する際に、土地の取得、建物の増改築または医療機器等の購入も

しくは更新をする場合 

④ 町内の開業医から診療所等を継承するために、土地の取得、建物の増改築または医療機器等

の購入もしくは更新をする場合 

 

〇補助対象経費と補助額（あわせて上限５，０００万円） 

区分 補助対象経費 補助金の額 

①土地の取得 土地の取得費用のうち、土地売買契約書に記載された額  

（①＋②＋③）÷2 

（上限 4，200 万円） 

②建物の取得また

は増改築  

建物の取得または増改築に要する建物工事費のうち、建物

売買契約書または建物建築工事契約書に記載された額 

③医療機器等の購

入または更新  

医療機器等の購入または更新に要する費用のうち、売買契

約書に記載された額  

④開設等支度金  診療所等を開設等するための準備資金  500 万円  

⑤町内居住加算  
（要件）診療所等を開設等する時点において、町内に住所

を有し、かつ引き続き 10 年以上居住する意思のある方 
300 万円  

          ★お問い合わせ 

           下記までお気軽にお問い合わせください（検討段階の相談も歓迎します。）。 

           吉田町健康づくり課（吉田町保健センター） 電話 0548-32-7000 



★申請のながれ 

 ※申請前に事前相談が必要です。 

  吉田町保健センターへの来所または E-Mail にてご相談ください。 

  （E-Mail：kenkou@town.yoshida.shizuoka.jp） 

申請の手順 内容 

手順１ 

事前協議申出書の提出 

【申請者⇒町】 

補助金の交付を受けようとするときは、原則として診療所等を開設、拡

充する 6か月前までに事前協議書に必要書類を添えて町に提出してくだ

さい。  

≪提出書類≫ 

事前協議申出書/医師免許証の写し及び履歴書/建物の配置図、平面図、立面図

等の写し/土地の周辺地図/開設等までのスケジュール/資金計画及び資金が確

認できる書類の写し/医療機器等の購入計画書/その他町長が必要と認める書類 

手順２ 

事前協議済証の送付 

【町⇒申請者】 

事前協議書の内容を審査し、必要な場合は町からの意見や必要な条件を

付して事前協議済証を送付します。 

手順３ 

交付申請書の提出 

【申請者⇒町】 

事前協議を終えた後に、交付申請書に必要書類を添えて町に提出してく

ださい。  

≪提出書類≫ 

交付申請書/土地売買契約書、建物売買契約書又は建物建築工事契約書の写し/

医療機器等売買契約書の写し/その他町長が必要と認める書類 

手順４ 

交付決定通知書の送付 

【町⇒申請者】 

町が交付金額を決定したときは交付決定通知書を申請者さま宛てに送

付します。 

手順５ 

着手 

【申請者】 

原則として手順４の交付決定通知書を受けた後に着手してください。 

手順６ 

完成 

【申請者】 

開業準備が整い支払いが完了したら、手順７の実績報告書を作成してく

ださい。 

手順７ 

実績報告書の提出 

【申請者⇒町】 

診療所等の開設、拡充後（事業完了後）に実績報告書に必要書類を添え

て町に提出してください。  

≪提出書類≫ 

実績報告書/医療法第 8 条に規定する静岡県知事への届出書(添付書類を含む。)

の写し(開設の場合のみ)/土地、建物及び医療機器等を取得したときの領収書の

写し/医師等の住民票(医師が町内に居住する場合)/その他町長が必要と認める

書類 

手順８ 

請求書の提出 

【申請者⇒町】 

手順７の後に交付確定通知書を送付しますので、受領日から 30 日以内

に請求書を町に提出してください。  
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